
C i a t e c 平成15年1月

     Information No. 022

　　　お取引先様　各位
  

土壌環境保全業務への取り組み（NO.2）

指定調査機関（土壌汚染対策法）の指定について

　日頃は格別のご愛顧を賜り、ありがたく厚く御礼申し上げます。

　　　　　　　　　　　指定年月日　　　 ：　　平成　１５　年　１　月　20　日

　　　　　　　　　　　指定番号　　　　　： 　　環２００３－１－136

敷地であった土地」においては、下記の通り、土壌調査が義務づけられています。（以下抜粋）

※有害物質使用特定施設

んでいます。

　　　　＊詳しいお問い合わせは弊社営業部・各営業所までご連絡ください。

　　　豊かで潤いのある社会づくりに貢献する  　　担当 本社営業部　　

　　　総合建設コンサルタント 　　　ＴＥＬ　（０８９７）３７－５９２１

　　　株式会社　シアテック 　　　ＦＡＸ　（０８９７）３２－５９７９

　　　　 ＩＳＯ９００１認証：　MSA－QS－706

　　　　　ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｃｉａｔｅｃ．ｃｏ．ｊｐ 　　E-mail：  ｃｔｌ＠ｃｉａｔｅｃ．ｃｏ．ｊｐ

旨の都道府県知事の確認を受けたときは、この限りでない。

関連の技術を活かし、「土壌・地下水の調査から処理対策・モニタリング」まで一貫して取り組

弊社は、土壌汚染対策法（平成１４年５月２９日 法律第５３号）第３条第１項の規定に基づき

「指定調査機関」に環境大臣より指定されましたことをご報告致します。

弊社は、総合建設コンサルタントおよび計量証明事業所として、現在まで蓄積した建設・分析

使用が廃止された※有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地であった土地の所

（水質汚濁防止法（昭和四十五年法律第百三十八号）第二条第二項に規定する特定施設（次項において単

に「特定施設」という。）であって、同条第二項第一号に規定する物質（特定有害物質であるものに限る。）

をその施設において製造し、使用し、又は処理するものをいう。

土壌汚染対策法第３条には「使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の

有者、管理者又は占有者（以下「所有者等」という。）であって、当該有害物質使用特定施設を設

ならない。ただし、環境省令で定めるところにより、当該土地について予定されている利用の方

法からみて土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがない

置していたもの又は次項の規定により都道府県知事から通知を受けたものは、環境省令で定め

るところにより、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、環境大臣が指定

する者に環境省令で定める方法により調査させて、その結果を都道府県知事に報告しなければ


